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「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 

地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」の概要 

 

 

１ 地方税法の一部改正（第１条・第２条） 

(1)   地方消費税の税率の引上げ 

地方消費税の税率を次のとおり引き上げる。 

 

 税率 消費税率換算（参考） 消費税と合わせた税率（参考） 

現行 100分の25 １％ ５％ 

平成26年４月１日～ 63分の17 1.7％ ８％ 

平成27年10月１日～ 78分の22 2.2％ 10％ 

 

(2)   引上げ分の地方消費税の使途の明確化 

引上げ分の地方消費税（市町村交付金を含む。）については、消費税法第１条第

２項に規定する経費（※）その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする。 

   （※）制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費 

 

(3)   引上げ分の地方消費税に係る市町村交付金の交付基準 

引上げ分の地方消費税に係る市町村交付金については、(2)のとおり社会保障財

源化されることを踏まえ、全額人口により按分して交付する（※）。 

（※）現行分の地方消費税に係る市町村交付金の交付基準（人口：従業者数＝１：１により按分）は変更しない。 

   

 

２ 地方交付税法の一部改正（第３条～第５条） 

消費税に係る地方交付税率を次のとおり変更する。 

 

 地方交付税率 消費税率換算（参考）

現行 29.5％ 1.18％

平成26年度 22.3％ 1.40％

平成27年度 20.8％ 1.47％

 平成28年度～ 19.5％ 1.52％

 

 

 

 

 
 

３ その他 

(1) 地方消費税率の引上げに当たっての措置（附則第19条） 

・ 地方消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件と

して実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性

化に向けて、平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成

長率で３％程度かつ実質の経済成長率で２％程度を目指した望ましい経済成

長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置

を講ずる。 

・ 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる

中で、我が国経済の需要と供給の状況、地方消費税率の引上げによる経済へ

の影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金

を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。 

・ この法律の公布後、地方消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を

行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第１条及

び第２条に規定する地方消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行

前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、

種々の経済指標を確認し、前２項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的

に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。 

 

(2) その他 

    その他所要の規定の整備等を行う。 
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地方税計 地方法人二税 固定資産税
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地方税計 地方法人二税 固定資産税

人口一人当たりの税収額の指数（平成22年度決算額）

※「最大／最小」は、各都道府県ごとの人口一人当たり税収額の最大値を最小値で割った数値である。

（注１） 地方税収計の税収額は、地方法人特別譲与税の額を含み、超過課税、法定外普通税及び法定外目的税を除いたものである。

（注２） 個人住民税の税収額は、個人道府県民税（均等割及び所得割）及び個人市町村民税(均等割及び所得割）の合計額であり、超過課税分を除く。
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地方税計 地方法人二税 固定資産税

人口一人当たりの税収額の指数（平成22年度決算額）

※「最大／最小」は、各都道府県ごとの人口一人当たり税収額の最大値を最小値で割った数値である。

（注１） 地方税収計の税収額は、地方法人特別譲与税の額を含み、超過課税、法定外普通税及び法定外目的税を除いたものである。

（注２） 個人住民税の税収額は、個人道府県民税（均等割及び所得割）及び個人市町村民税(均等割及び所得割）の合計額であり、超過課税分を除く。
（注３） 地方法人二税の税収額は、法人道府県民税、法人市町村民税及び法人事業税の合計額であり、超過課税分を除く。

（注４） 固定資産税の税収額は、道府県分を含み、超過課税分を除く。

（注５） 人口は、平成23年３月31日現在の住民基本台帳人口による。
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地方消費税引上げに伴う都道府県の歳入・歳出の変動についての試算 富山県資料

社会保障・税一体改革による社会保障関係費の増加が人口比例的に生ずると仮定した場合の試算

＜試算の前提＞

○地方消費税増加額＝地方消費税引上率1.2％×2兆5,300億円（1％相当額）×1/2（都道府県分）＝1兆5,200億円

→ 都道府県毎の５年平均決算シェアにより「不交付団体分」と「交付団体分」を算出

○地方消費税率引上げによる歳出増加額＝2兆5,300億円×0.76％相当（※）×45／100（都道府県分）＝8,700億円

→ H22国調人口により「不交付団体分」と「交付団体分」を算出
（※）0.76%＝引上げ分（国・地方）5%のうち、

①消費税引上げに伴う社会保障支出の増

0.3%相当・・・（「一体改革・広報に関する基本方針」(H24.1.20関係５大臣会合資料)より推計）

②機能強化（制度改革に伴う増） 1.0%相当

③機能強化（高齢化等に伴う増） 1.0%相当

（上記① ③の計） / （社会保障 経費における地方の負担割合）

歳入（Ａ） 地方消費税増加額（1.2％分） 2,100億円 歳入（Ａ’） 地方消費税増加額（1.2％分） 1兆3,100億円 ①

臨時財政対策債の減少（※） △5,300億円 ②

※地方消費税引上げ時点で臨時財政対策債は発行していない。 計 7,800億円

歳出（Ｂ） 社会保障関係費の増加額 900億円 歳出（Ｂ’） 社会保障関係費の増加額 7,800億円

（Ａ）－（Ｂ）＝1,200億円 （Ａ’）＝（Ｂ’）

不交付団体 交付団体

※上記②の減少に加え、地方交付税原資の増加に応じて
　 臨時財政対策債が減少

地方消費税引上げに伴う都道府県の歳入・歳出の変動についての試算 富山県資料

社会保障・税一体改革による社会保障関係費の増加が人口比例的に生ずると仮定した場合の試算

＜試算の前提＞

○地方消費税増加額＝地方消費税引上率1.2％×2兆5,300億円（1％相当額）×1/2（都道府県分）＝1兆5,200億円

→ 都道府県毎の５年平均決算シェアにより「不交付団体分」と「交付団体分」を算出

○地方消費税率引上げによる歳出増加額＝2兆5,300億円×0.76％相当（※）×45／100（都道府県分）＝8,700億円

→ H22国調人口により「不交付団体分」と「交付団体分」を算出
（※）0.76%＝引上げ分（国・地方）5%のうち、

①消費税引上げに伴う社会保障支出の増

0.3%相当・・・（「一体改革・広報に関する基本方針」(H24.1.20関係５大臣会合資料)より推計）

②機能強化（制度改革に伴う増） 1.0%相当

③機能強化（高齢化等に伴う増） 1.0%相当

2.3%（上記①～③の計）×1/3（社会保障4経費における地方の負担割合）＝0.76％
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○基準財政需要額　＝　基準財政収入額＋　普通交付税　＋　臨時財政対策債　

○試算　「地方消費税引上げに伴う都道府県の歳入・歳出の変動についての試算」を前提

・地方消費税増加額（1.2%分） 　1兆3,100億円

・臨時財政対策債の減少　　　　 ▲5,300億円
・社会保障関係費の増加額　　　 　7,800億円

・　基準財政需要額増加額（Ａ）／歳出増加額（Ｂ）　＝　58.0%

・　基準財政需要額増加額（Ａ’）／歳出増加額（Ｂ）　＝　100.0%

基準財政収入額
臨財債
（減少後）

＝地方消費税増加額×100%

普通交付税

基準財政収入額増加額(1兆3,100億円)

臨財債減少額
▲5,300億円

基準財政収入額

基準財政収入額増加額(9,825億円)

基準財政需要額

臨財債
（減少後）

基準財政収入額 普通交付税

普通交付税

臨財債

基準財政需要額増加
額
7,800億円（Ａ’）

社会保障関係費の
増加額7,800億円

（Ｂ）

＝地方消費税増加額×75%

不足
臨財債減少額
▲5,300億円

基準財政需要
額増加額
4,525億円（Ａ）

地方消費税増加額の基準財政収入額への算入率について

○ 社会保障制度の安定財源確保のため地方消費税を引き上げるにもかかわらず、引き上げ分の地方消費税の

基準財政収入額への算入率が７５％の場合、社会保障財源が確保されない地方団体が生じる。

富山県資料

基準財政

収入額への

算入率

７５％

基準財政

収入額への

算入率

１００％
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地方税財政特別委員会(H24.2.24開催)で出された主な意見

（論点①） 地方消費税収と社会保障給付水準のかい離の調整について

○ 地方消費税は地域間の税収の偏在の少ない税ではあるものの、各団体の地方消費税収と社会保障給付の水準は一致しないこ

とから、引上げ分の地方消費税収を基準財政収入額へ１００％算入するとともに、基準財政需要額においても、社会保障に係る地
方負担の全額を積み上げるべき。

（論点①） 地方消費税収と社会保障給付水準のかい離の調整について

方負担の全額を積み上げるべき。

○ 統計数値によっては都道府県別の最終消費を正確に把握できないことから、消費代替指標として「人口」を用いる等の検討を行
うべき

（論点②） 地方消費税の清算基準について

うべき。

○ 引上げ分の地方消費税収については、使途を明確にし社会保障財源化するとされていることから、清算基準は、社会保障経費
負担の実態を反映するような客観的指標（高齢者人口や若年者人口等）を用いるべき。

○ 清算基準の見直しは、あくまで地方税としての性格を維持する範囲にとどめるべき。財政調整を目的とする変更は税理論に沿わ
なない。

○ 地方消費税を社会保障目的の地方共同税と構成し、その配分指標として、高齢者人口や若年者人口を用いることを検討すべき。

（論点③） 地方法人特別税等について

○ 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税は、地方の自立と分権型社会構築のため地方税の充実を図るという地方分権の基
本的な考え方に逆行するものであり、税制の抜本改革において、これまでの全国知事会の主張どおり、直ちに廃止すべき。

○ 今回の消費税・地方消費税の税率引上げは、社会保障財源を確保するための税制改正であり、税源偏在是正の具体的な方策

が示されておらず抜本改革とは言えない 地域間の偏在性が小さい地方税体系を構築するための抜本的な見直しが行われるま

（論点③） 地方法 特別税等

が示されておらず抜本改革とは言えない。地域間の偏在性が小さい地方税体系を構築するための抜本的な見直しが行われるま
では、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税を維持し、偏在性を縮小する措置の拡充を行うべき。

○ 地方の社会保障財源の確保に当たっては、地方税である地方消費税の充実を基本としてきたことから、都道府県間における税
収格差が課題となっている。自主財源である地方税の充実強化と税源偏在是正のため、消費税と地方法人課税の税源交換や地
方 有税 方 税 方税収 部を 方自治体 財 位 水 的 整す 仕組 など新 な も含方共有税、地方共同税（地方税収の一部を地方自治体の共通財源と位置付け、水平的に調整する仕組み）など新たな手法も含
め検討していくべき。
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三位一体改革への対応
国庫補助金負担の改革に伴う地方負担額を全額基準財政需要額に算入し、税源移譲による増収額を
１００％基準財政収入額に算入することにより 財政力の格差が拡大しないよう確実に交付税で調整１００％基準財政収入額に算入することにより、財政力の格差が拡大しないよう確実に交付税で調整

※平成18年度は所得譲与税として税源移譲、平成19年度以降は所得税から個人住民税への税源移譲

【改革前の姿】

国庫補助負担金地方負担

交付税及び地方税

廃
止
・縮
減

財
源
措
置

地 方 負 担

【改 革 後】
減置

【財政力が弱く、削減された補助金額に比べ税源移譲が少ない団体】

税 源移譲
１００％

交付税
１００％

【財政力が強く、削減された補助金額に比べ税源移譲が多い団体】

格差は拡大
しない

税源移譲 １００％交付税
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地方消費税の性格と仕組み

政府税制調査会 専門家委員会
（H22.11.1）配布資料

地方消費税の性格と仕組み

 地方消費税は、消費税と同様の性格を持ち、最終的に消費者に負担を求める税。

 地方消費税は、付加価値が生じる都度、納税していただく仕組み（多段階型付加価値
税）であるため、最終消費地と納税地が一致しない。

 そのため 清算によって 最終消費地と税収の最終的な帰属地を 理論的に 致させ そのため、清算によって、最終消費地と税収の最終的な帰属地を、理論的に一致させ
ている。

 清算は、消費税の課税システムのもとに、実質上、県境調整を行うものであって、財
政調整や偏在是正のために行われるものではない。

(参考：清算の具体的な仕組み)

• 一旦各都道府県に払い込まれた税収につき、各都道府県間において「消費に相当する額」に応じ
て清算。

• 税収の4分の３を①「商業統計の小売年間販売額」と②「サービス業基本統計のサービス業対個人
事業収入額」の合計額で、残りの4分の１を③「国勢調査の人口」と④「事務所・企業統計の従業者
数」であん分して計算。
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消費税の多段階課税の仕組みと地方消費税の清算の意義

清 算

Ａ県 Ｂ県 Ｃ県
県 境県 境

清算によってＣ県に帰属する
地方消費税額

90 円

20円 30円

県 境県 境

税務署 税務署 税務署

20円 30円地方消費税額 40円

税務署 税務署 税務署

80円＋20円 120円＋30円 160円＋40円 最終消費地

に帰属

消費税額(国税)

地方消費税額
＋

製造業者 卸売業者 小売業者 消費者

に帰属

2,100円
税抜2 000円

5,250円
税抜5 000円

9,450円
税抜9 000円

a社 b社 c社

最終消費者による税負担額
450円税抜2,000円

税 100円
税抜5,000円
税 250円

税抜9,000円
税 450円

450円

消費税額（国税） 360円
地方消費税額 90 円
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地方消費税の清算基準について

地方消費税の清算基準に関する研究会報告書（抜粋）

○ 『最終消費』代替指標としての人口

地方消費税の清算基準に関する研究会報告書（抜粋）H20.4 (財)地方自治情報センター

・ 清算基準の基礎となる『最終消費』の算出に際し、統計で把握できるものは統計を用いることを
原則としつつ、正確に都道府県ごとの『最終消費』が把握できないものについては、ドイツで採られ
ているように消費代替指標として『人口』を用いることも理論的には十分合理的な考え方である。

○ 供給サイドの統計の利用

・ 現在の清算基準では統計上の制約から『購入地』における消費の額を把握する供給サイドの統計
を用いているが の統計の数値と『居住地』における消費の額を把握する需要サイドの数値との間を用いているが、この統計の数値と『居住地』における消費の額を把握する需要サイドの数値との間
にはズレがある。

・ このズレは正確に補正することができないことから、清算基準に反映させるためには２つの方向性
が考えられるが考えられる。

①現在の統計のうち、サービスについては、『最終消費地』＝『購入地』と見なせるものの、小売に
ついては、『最終消費地』＝『居住地』であると見なせることから、『購入地』の購入額を昼間人口
で 『居住地』の消費額を夜間人口で代替し 「小売年間販売額 に昼夜間人口比率（昼間人口／で、『居住地』の消費額を夜間人口で代替し、「小売年間販売額」に昼夜間人口比率（昼間人口／
夜間人口）で割ることにより補正するという考え方

②正確なズレは統計で把握できないことを踏まえ、『居住地』における消費を代替する指標として
人口が考えられることから、統計でカバーする範囲を狭め、人口で清算する範囲を広げることに
より対応するという考え方
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地方税財源の確保・充実等に関する提言（抜粋①）

全国知事会 地方税財政特別委員会 （H24.7.20）

Ⅱ 税制抜本改革の推進

１ 社会保障と税の一体改革

（３） 地方消費税収と社会保障給付水準のかい離の調整

地方消費税は地域間の税収の偏在の少ない税ではあるものの、各団体の地方消費税収

と社会保障給付の水準は一致しないことから、「消費税収の社会保障財源化」の趣旨を踏ま

え、三位一体改革時の取扱いを参考に、引き上げ分の地方消費税について基準財政収入額

への算入率を大幅に高めるとともに、引き上げ分の消費税収を充てることとされている社会

保障制度の機能強化や機能維持等に係る地方負担については、その全額を基準財政需要

額に算入することを検討すべきである。

（４）「人口」を重視した地方消費税の清算基準の検討

地方消費税については、税の最終負担者である消費者が消費を行った地域と税収の最終

的な帰属地を一致させるために 各都道府県間において清算を行っている 社会保障財源を的な帰属地を一致させるために、各都道府県間において清算を行っている。社会保障財源を

確保するため地方消費税を引き上げる経緯にも鑑み、清算基準である「消費に相当する額」

について、小売年間販売額やサービス業対個人事業収入額、新たに導入される経済センサ

スによっては正確に都道府県別の最終消費を把握できない場合に 消費代替指標として「人スによっては正確に都道府県別の最終消費を把握できない場合に、消費代替指標として「人

口」を用いること等により、算定における「人口」の比率を高める方向で見直すことを検討すべ

きである。
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地方税の偏在是正方策について

◎社会保障・税一体改革大綱（抜粋） ＜平成２４年２月１７日 閣議決定＞

第４章 税制抜本改革における各税目の改正内容等

地方税制４．地方税制

地方法人特別税及び地方法人特別譲与税は、「税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構

築が行われるまでの間の措置」であり 一体改革に併せて抜本的に見直す築が行われるまでの間の措置」であり、一体改革に併せて抜本的に見直す。

一体改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税のあり方を見直すことにより地域間の税源偏在の是

正の方策を講じる。その際には、これまでの偏在是正の方策に関する提言等も参考にしながら、国・地方の税制全の方策を講じる。その際 は、 れまでの偏在是 の方策 関する提言等も参考 しながら、国 地方の税制全

体を通じた幅広い検討を行う。

【「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の 部を改正する等の【「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の
法律」（概要）】（抜粋）

税制の抜本的な改革及び関連する諸施策について（第７条関係）

地方税制 は 次 定めるとおり検討する と５ 地方税制については、次に定めるとおり検討すること。

イ 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税について、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税
体系の構築が行われるまでの間の措置であることを踏まえ、税制の抜本的な改革に併せて抜本的に見直しを
行う行う。

ロ 税制の抜本的な改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことにより税源の
偏在性を是正する方策を講ずることとし、その際には、国と地方の税制全体を通じて幅広く検討する。
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地方共有税構想について

地方分権の推進に関する意見書（抄） （H18 6 7 地方六団体が内閣・国会に提出）

【提言４】

「地方交付税」を「地方共有税」に
法定率を見直し 特別会計に直入 特例加算 特別会計借入を廃止

地方分権の推進に関する意見書（抄） （H18.6.7 地方六団体が内閣 国会に提出）

１．地方交付税が、国から恩恵的に与えられるものではなく、『自らの財源を他の自治体のために融通しあ
うことにより 全ての自治体が国に依存せずに 住民に対して 定水準の行政サ ビスを提供できるよ

～法定率を見直し、特別会計に直入、特例加算・特別会計借入を廃止

うことにより、全ての自治体が国に依存せずに、住民に対して一定水準の行政サービスを提供できるよ
うにすべきである』との考え方に基づく、セーフティネットとしての性格を持つものであることを、その制度
上、明確にするため、「（仮）地方行財政会議」において検討の上、以下の７項目の改革を一体的に行う
こととする。

（１） 名称を以下のとおり変更する。
① 国民から国の特別会計に入るまで「地方共有税」
② 国の特別会計を出て自治体に入るまで「地方共有税調整金」

般会計を さず 「 方 有税 び譲 税特 会計 直接繰 れ（２） 国の一般会計を通さずに、「地方共有税及び譲与税特別会計」に直接繰り入れる。
（３） 現在の財源不足（H18年度 8.7兆円）を解消するため、地方共有税（地方交付税）の法定率の引上
げを行うとともに、必要に応じて地方税法に定める税率の変更も行う。

（４） ３年から５年に一度 地方共有税（地方交付税）の法定率の変更を行うとともに 必要に応じて地方（４） ３年から５年に 度、地方共有税（地方交付税）の法定率の変更を行うとともに、必要に応じて地方
税法に定める税率の変更も行う。

（５） その他の年度は、財源不足があれば地方債または「地方共有税及び譲与税特別会計」内に新たに
設置する基金により調整する。

（ ） 特例加算や特別会計 よる借 れは行わな（６） 特例加算や特別会計による借入れは行わない。
（７） 国の政策減税の実施に伴い地方の財源不足が生じる場合には、地方共有税（地方交付税）の法定
率を引き上げる。
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「第二期地方分権改革」への提言（抄） ＜H19.7.13 全国知事会議＞

２ 税財政のあり方 ～税源移譲の実現～

（２） 税源移譲にあたっての地域間の調整

６兆円程度の税源移譲（注）を現実に進めるにあた ては 税の地域間偏在をどのようにして是正

（注）三位一体改革の第二期改革において、国と地方の税収比１：１を実
現するため、所得税から個人住民税への３兆円の税源移譲に加えて、
さらに６兆円の税源移譲を提言していた。

６兆円程度の税源移譲（注）を現実に進めるにあたっては、税の地域間偏在をどのようにして是正

するのかが、極めて重要な課題である。

６兆円程度の税源移譲が、地域間格差をより一層拡大させ、かえって地方自治を衰退させる懸念兆円程度 税源移譲 、地域間格差をより 層拡大さ 、 地方自治を衰退さ る懸念

もあることから、税源移譲と税源の偏在調整は不可分のものとして行う必要がある。

ただし、この場合において、税財源の調整が優先され、地方分権の推進が地方間の水平調整に

き換 れる 都市 地方 争 矮 されな う強く求 るも ある置き換えられることにより、都市圏と地方圏の間の争いに矮小化されないよう強く求めるものである。

こうした観点から、税源移譲にあたっての地域間の調整については、今後、地方分権改革推進委

員会の検討状況を踏まえた全国知事会としての国庫補助負担金等や税源移譲の具体的な方策の員会の検討状況を踏まえた全国知事会としての国庫補助負担金等や税源移譲の具体的な方策の

とりまとめの中で進めることとなるが、その場合においては次の３点を基本とすべきと考える。

① 税源の移譲にあたっては、対象税目を偏在度の少ない税目、具体的には地方消費税、住民税

とするとする。

② 地方税の税目については、可能な限り税源偏在の小さい仕組みとなるよう検討を行うとともに、

国と地方の税源構成及び地方交付税原資の税目について見直しを行う。

③ 移譲財源の調整の問題については、各自治体の共通財源と位置付け、調整する仕組みの構

築について検討を行う。
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地方税源の充実強化と税源偏在の是正について～緊急提言～（抜粋）

（全国知事会地方税制小委員会H19.11.7）

○ 現在、国において、東京をはじめとする大都市圏に集中している法人二税について人

２ 法人二税の配分見直し論と格差是正のあり方について（抜粋）

税 委員

口等を基準として再配分することによって、地域間の税源偏在を是正しようとする議論が

進められている。

○ か う た議論は 地方税 ある法人 税を 当該地域 おける企業活動 有無○ しかし、こうした議論は、地方税である法人二税を、当該地域における企業活動の有無

やその実態を問わずに配分しようとするもので、応益負担などの地方税の原則に反する

ものであると言わざるを得ないものであると言わざるを得ない。

○ 法人二税が地方税である以上、地方団体が提供する行政サービスに対する応益負担

や負担分任の原則に沿うものでなければならない。また、法人といえども地域社会の一や負担分任 原則 沿うも なけれ ならな 。ま 、法人 も地域社会

員であること、都道府県が企業誘致等に努めるのは企業立地に伴う税源の涵養も重要

な目的の一つとなっていること等にも十分配慮されるべきである。

○ こうした観点からは、税源偏在の是正を国・地方とも税収中立の下で行う場合、地方交

付税原資としての税目の見直しとあわせて行い、偏在性が大きく税収の変動が大きい

法 税と消費税 交換 地方消費税を拡充する とを基本と 検討す き法人二税と消費税の交換により、地方消費税を拡充することを基本として検討すべきで

ある。
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　　・所得税

繰越金等　 0.6

【地方税】　　４０．４

(32%)
5.3

〈個人課税〉                  　１２．８ 国税５税分
　１４．６　・個人住民税　等

【国税】　　５３．５
【地方交付税】
１５．２

〈法人課税〉 １６ ４

〈個人課税〉　　　　　　１６．５

国税と地方税の税源交換のイメージ

〈偏在度 ３．３倍〉

（単位：兆円）

H19.11.29 自由民主党地方税勉強会ヒアリング資料
（全国知事会地方税制小委員会資料に基づき作成）

【臨時財政対策債】

2.6 　　・法人税

　・法人住民税(4.0)
　　　（県　１．１、市町村 ２．９）

　・法人事業税(5.6)

　

　　・消費税

15.4

10.0　・固定資産税　等

　・地方消費税

〈そ の 他〉

〈法人課税〉　　　　　　　　　９．６

〈消費課税〉　              　２．６

(32%)
(25%)
0.6

〈そ の 他〉

　　・酒税、たばこ税等

〈消費課税〉　　　　　　１０.６

〈法人課税〉　　　　　　１６．４

(34%)
5.6

(29.5%)
3.1

偏在度の大きな地方法人課税を交付税原資として活用

→ 地方消費税の増額分に対応し、

地方法人課税を法人税へ（2.6兆円）

国税と地方税の税源交換のイメージ

〈偏在度 ６．５倍〉

〈偏在度 ２．０倍〉

〈偏在度 ３．３倍〉

（単位：兆円）

偏在度の小さな消費税を地方税に

→ 交付税の原資となっている消費税分を

地方消費税に（2.6兆円＝税率１％相当）

同額（2.6兆円）を交換

△2.6

△2.6

＋2.6

＋2.6

H19.11.29 自由民主党地方税勉強会ヒアリング資料
（全国知事会地方税制小委員会資料に基づき作成）

注：国は⑲当初予算、地方は⑲地方財政計画（ただし、地方税の偏在度は⑰決算数値）による。
　（地方税の偏在度：各都道府県ごとの人口１人当たり税収額の最大値を最小値で割ったもの。）

偏在度の大きな地方法人課税を交付税原資として活用

→ 地方消費税の増額分に対応し、

地方法人課税を法人税へ（2.6兆円）

国税と地方税の税源交換のイメージ

〈偏在度 ６．５倍〉

〈偏在度 ２．０倍〉

〈偏在度 ３．３倍〉

（単位：兆円）

偏在度の小さな消費税を地方税に

→ 交付税の原資となっている消費税分を

地方消費税に（2.6兆円＝税率１％相当）

同額（2.6兆円）を交換

△2.6

△2.6

＋2.6

＋2.6

H19.11.29 自由民主党地方税勉強会ヒアリング資料
（全国知事会地方税制小委員会資料に基づき作成）
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地方公共団体間の財政力格差の是正についての意見（抜粋）
（地方財政審議会H19.11.16）

○ 地方税収全体が増えない中で、早急な地方税収の偏在是正方策が求められている状

況においては 国の消費税の 部を地方消費税にする 方で 地方法人二税の 部を

第三 地方税収の偏在是正に向けた具体的な方策 （抜粋）
財 審議

況においては、国の消費税の一部を地方消費税にする一方で、地方法人二税の一部を

同額国税化する、いわゆる税源交換を基本に検討するべきである。

○ 税源交換を行った場合、地方法人二税の税収シェアの大きな団体は税収が減少する

が、地方消費税が充実されることにより、税収構造自体が安定化するというメリットもあ

り 、全体として偏在度が小さく、安定的な地方税体系の構築に資する改革となる。

○ なお 地方税収の偏在是正に関し 偏在の原因は地方法人二税にあることから その○ なお、地方税収の偏在是正に関し、偏在の原因は地方法人二税にあることから、その

税収を地方税のまま、地方公共団体間で人口等の基準で水平的に配分するべき、との

主張がある。地方法人二税は地方公共団体内に存する法人に対して、当該団体が提供

する行政サ ビスとの受益関係に着目して課税する地方税であるする行政サービスとの受益関係に着目して課税する地方税である。

○ 地方税としての法人課税である限り、課税対象となる法人の支店や工場等の恒久的施

設が存在しない地方公共団体には、課税権は存在し得ず、税収が帰属することはない

ことから、こうした主張は理論上成立し得ない。

○ また、地方税についてこのような配分を行えば、地方税の根本原則である受益と負担

の関係を完全に分断するばかりか 企業誘致など税源涵養に努力している地方公共団の関係を完全に分断するばかりか、企業誘致など税源涵養に努力している地方公共団

体が報われず、地域振興へのインセンティブや、納税者による行政監視の機能を損ない

かねないことなどにも留意するべきである。
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平成20年度予算の編成等に関する建議（抜粋）

各論 地方財政
（財政制度審議会H19.11.19）

（２） 地域間財政力格差の是正（抜粋）

各論 ２．地方財政
財 度審議

○ 現在の地方法人二税の在り方を抜本的に見直し、例えば、地方法人二税を地方の共

同財源として位置付けた上で全国的に再配分するなど、各地域の経済活動の大きさと

税収とができるだけ乖離しないような仕組みとすることが考えられる。

○ このような方法により、地方の共同財源的な形で地方法人二税を水平的に調整するこ

とは、「自立した自治体が国に依存せず、相互の連携・連帯によって支え合う」という地

方分権の本来の姿に一歩近づくものであり、分権推進の観点からも真剣に検討される

べきであると考える。

○ 地域間の税収偏在是正のため、偏在度の高い地方法人二税を国税化し、それと同額

の国の消費税を地方消費税とすべきとの議論がある。これについては、消費税は、世

代間の公平を確保しつつ、今後増大する社会保障給付を安定的に賄う財源として極め

て重要な税目であることを踏まえる必要があり、地域間格差是正の観点のみから消費

税の在り方を検討するべきではないと考える。
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地方法人特別税及び地方法人特別譲与税（イメージ）

この法律は、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置とし

て、法人の事業税（地方税法 （昭和二十五年法律第二百二十六号）の規定により法人の行う事業に対して課する、法 事業税（ 方税法 （昭和 十 年法律第 百 十 号） 規定 り法 行う事業 対 課する

事業税をいう。以下同じ。）の税率の引下げを行うとともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を

地方法人特別譲与税として都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとする。

地方法人特別税・譲与税のイメージ

法
賦課徴収

地
方
法
人

特
別
税

地
方
法
人

特
別
譲
与
税

2.6兆円
（消費税１％相当）

１／２ 人口
１／２ 従業者数

により按分・譲与(注4)

(注3)

(注1)

制度創設時

法
人
事
業
税

したそれ
ぞれの都
道府県の
税収へ 法

人
事

税

賦課徴収
したそれ
ぞれの都

(注2)

兆

制度創設時

※ 地方消費税交付金の
交付基準と同様

（改正前） （改正後）

事
業
税

ぞれの都
道府県の
税収へ

3.2兆円

※平成20年10月1日より施行

１ 制度創設（平成20年度改正）時の、平成20年度当初の税収見込みをもととした地方法人特別税・譲与税の規模（平年度化後）。なお、平成23年度当初の税収見込をも

ととした場合は、その規模は1.6兆円（平年度化後）に縮小すると見込まれる。

２ 地方法人特別税（国税）は、都道府県が、法人事業税と併せて賦課徴収。

３ 地方法人特別税の課税標準は、法人事業税（所得割・収入割）の税額（標準税率分）。

４ 都道府県が賦課徴収した地方法人特別税の税収は、その全額を、地方法人特別譲与税として、都道府県に譲与。

(注)
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維新の八策 原案（抜粋）
「朝日新聞」(H24.3.11)
掲載記事に基づき作成

維新がめざす国家像

大阪維新の会の政治理念は「自立する個人」「自立する地域」「自立する国家」を実現することです。大阪維新の会の政治理念は 自立する個人」 自立する地域」 自立する国家」を実現する とです。

そのためには「決定でき、責任を負う民主主義」「決定でき、責任を負う統治機構」の確立と「現役世

代の活性化」が不可欠です。

旧来の日本型国家運営モデルの時代は終わりました。今の日本のレベルを維持するには国全体で

のオペレーションから地域と個人の創意工夫による活性化が必要です。国民総努力が必要です。

（１） 統治機構の作り直し （抜粋）

【税源の再配置】【税 】

○ 国の仕事は国の財布で、地方の仕事は地方の財布で

※ 地方交付税の廃止と地方間財政調整制度（調整がつかない場合は国が裁定）

● 消費税は地方税に

● 自治体破綻制度創設

（注）
※は維新の会内で今後議論するとした項目
●は維新政治塾での専門家の講義を踏まえて議論するとされた項目
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地方税財源の確保・充実等に関する提言（抜粋②）

全国知事会 地方税財政特別委員会 （H24.7.20）

Ⅱ 税制抜本改革の推進

１ 社会保障と税の一体改革

（５）地方法人特別税の抜本的な見直し

１ 社会保障と税の 体改革

地方法人特別税は、あくまで暫定的な措置として導入されたものであり、税制抜本改革に

よる地方消費税の引上げ等により、地域間の偏在性が少なく安定性の高い地方税体系の確

立が図られる際には、それに対応して、その廃止等を図ることを基本として検討すべきである。

（６）税源の偏在性の是正

税制抜本改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことに

より税源の偏在性を是正する方策を講ずるべきであり、その際には、①消費税と地方法人課

税の税源交換、②「地方共有税」の創設、③地方税の一部を地方の共通財源と位置付け調税の税源交換、② 地方共有税」の創設、③地方税の 部を地方の共通財源と位置付け調

整する仕組みの導入を含めた幅広い検討を行うべきである。

23



日本再生十二箇条（抜粋）
～ 国と地方が協力し、この国の未来を創る ～

全国知事会（H24.7.20）

我々は、明確な財源に裏打ちされ実現可能な責任ある、「日本再生」を果たす政権公約（マニフェ

スト）を作成することを求め、以下の十二箇条を世に提言する。

７ 国と地方の税財源配分の再構築

住民の生活と安心には、安定した地方税財政の確立が必要。

国と地方の役割分担に応じて税財源の配分を見直すとともに、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体

系を構築し、地方の自主財源を拡充すること。その際、地方一般財源総額を確保し、法定率の引き上げを含め持

続可能な地方交付税制度の確立を図ること続可能な地方交付税制度の確立を図ること。

８ 21 世紀型の「地方自立自治体」の確立

全国一律ではなく、それぞれの地域が自ら制度を選択・決定できる仕組により、地域資源

を活かし、個性を伸ばすことが、日本全体の成長と再生につなげる礎となる。

特定広域連合への出先機関移管を実現する法律を制定すること。更に、国の関与を最小限とした「スーパー総

合特区」の実現等規制緩和の推進、地方自治体が自主的に権限と財源を決定できる地方制度の法制化を目指す

とともに、道州制を含めた広域自治体のあり方等を幅広く検討すること。

また、臨時財政対策債の発行額を縮減するほか、これからの地方税の充実・強化を見据え、地方が地方税財源

のあり方を主体的に決定できる仕組みを検討すること。
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